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セクシュアル・ハラスメン

トという言葉は、いま社会にある程度

浸透していますが、その被害は年々増えているとい

う報告があります。都道府県労働局雇用均等室に寄せら

れた相談件数は、平成１８年度１万１１０２件、同１９

年度１万５７９９件（平成２１年版男女共同参画白書・

内閣府）となっています。 

 一般的には、雇用の場で「相手方の意に反する性的な

言動で、仕事をする上で一定の不利益を与えたり、就業

環境を悪化させること」をセクシュアル・ハラスメント

と言います。 

セクシュアル・ハラスメントには、対価型と環境型

があります。従業員の腰・胸などを触って抵抗された

り、性的な関係を要求して断られたりしたとき、不利益

な配置転換や解雇、降格、減給をするなど、上司という

立場を利用して、「性的嫌がらせ」をした場合などを対

価型と言います。 

環境型は従業員が苦痛に思っていても、上司や同僚 

が親近感を装って肩や腰を触ってきたり、職場の内外に

セクシュアル・ハラスメント 

(sexual  harassment) 「あの人は性的にふしだら」という噂を流したり、わ

いせつな話をするなどして、業務に専念できない不快

な就業環境にしていることなどがこれに当たります。 

さらに職場内にヌードポスターをはったり、ポルノ

雑誌を置くことなども環境型セクシュアル・ハラ

スメントです。被害者は大多数が女性ですが、男性

へのそれも禁止されていて、悪意がなくても、聞く

側・される側が不快に感じることすべてがセクシュア

ル・ハラスメントになります。 

 被害者が職場にいづらくなって退職せざるを得なく

なったり、再就職が困難になったり、対人恐怖症に

なったりして、心理的後遺症に長期にわたり悩まされ

る場合、人格権を侵害する不法行為（民法７０９条）

として、加害者は刑事上の法的責任を問われることが

あます。 

 また、セクシュアル・ハラスメントを発生させた企

業・職場等の社会的評価は低下し、場合によっては損

害賠償による金銭的損失を免れないこともあります。 

 性的な言動は、私的関心で女性を性的な対象として

見ていることによって発生します。職場という公的な

場では、働くパートナーの一人として意識していくこ

とが大切です。 
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 新しい計画には特に、子育て施策・女性総合相談・

DV対策・母子保健施策の充実、むさしのヒューマン・

ネットワークセンターの拡充、男女共同参画情報誌『ま

なこ』等による広報の充実、男女共同参画基本条例（仮

称）制定の検討などが盛り込まれています。 

 会議ではこれらの施策の進行状況をチェックし、推進

するための提言を行ないます。会議はどなたでも傍聴で

きます。 

 ９月から８名の委員による男

女共同参画推進市民会議が始ま

りました。０８年１１月にまと

められた「武蔵野市男女共同参

画推進市民会議報告書」をうけ

て０９年３月に策定された武蔵野市第二次男女共同

参画計画の推進に関して検討し、結果を市に提言す

るという役割を担った会議です。 

 武蔵野市婦人団体連絡協議会が２００９年３月に『い

ま伝えておきたい戦争の記憶』を、むさしの市女性史の会

が２００９年１０月に『あの頃そのとき－女性たちの草の

根の運動』を、冊子にまとめて刊行しました。 

どちらも丁寧な聞き書きと、思い出話が綴られていて、

地味ながら、コツコツと努力を重ねて、忘れ去られてしま

いそうな貴重な町の記録をとどめています。 

多くの方に読んでいただきたい「過去からのメッセー

ジ」、女性たちの手を通じて今、息を吹き返しました。武

蔵野市の歴史の一端をまた一つ知ることになる労作です。 

「男女共同参画  
推進市民会議」 

がスタート 

８月２９日（土）ヌエック（国立女性教育会館）主催の

フォーラムでワークショップを行いました。テーマは「セ

ンターはあるけれど…今までの10年とこれから」（左記チ

ラシ）で、全国各地から集まった約４０人の参加者の前

で、緊張しながら6人が分担して発表しました。 

会場からは、これからのセンターづくりに向けての具体的な提案をいただけたこと、

条例があってもセンターがない地域の悩みや、応援議員の議会質問で着実にセンターの

人員増を可能にした例などが紹介されました。また、私たちが試行錯誤しながらセン

ターの管理運営に明け暮れたことに対して、多くの方から共感が寄せられました。 

 このワークショップ参加を通じて、センターにかかわってきた新旧メンバーが、これ

までの10年について改めて共通認識を持つことができたました。発表することで課題

が整理できたことは大きな収穫となりました。 

 当日の資料としては、昨年10月実施したセンターのあり方をテーマとしたパネル

ディスカッション「知る・気づく・実践」の記録誌、3月に実施した講座「暮らしの女

性学」の記録誌（下記写真）を配布しました。昨年、これらの講座を受けたことで、き

ちんと女性学・男女共同参画の視点を得ることができ、ワークショップ参加の原動力に

なりました。この２冊はぜひ多くの人に読んでいただきたいです。 

＜ワークショップ用チラシ＞ 昨年行われた連続講座の記録誌が完成しました。 

むさしのヒューマン・ネットワークセンターの１０年の振り返りを

通して、これからの新たな出発の指針となりました。 



（祝日・年末年始を除く）        

                   

    センターでは、   

2月から「別れを選ぶその前に– 知っておきたい法

律知識」、3月には「女性のための自己表現トレー

ニング」、「家庭科のいま・これから」等の講座を
実施する予定です。市報にも掲載されますので、ぜ

ひ多くの方に参加していただきたいと思います。  

【熱心にメモをとりながら聞き入る受講者たち 】 

【参加者Bさん】 

【参加者Cさん】 

【参加者Dさん】 

 第34号 Page 3 

参加者の感想から… 

【参加者Aさん】 

ひとりで悩まずにまずは相談を… 

■母子・女性相談 

場所・問い合わせ：市民協働推進課            

☎60-1829          

☎60-1921(予約専用)         

場所・問い合わせ：子ども家庭課  

毎週月～金（9:00 ～17:00）        

■女性総合相談（50分間まで面談・予約制） 

平成２１年度事務スタッフを紹介します 

むさしのヒューマン・ネットワークセンターの  

女性の悩みごと相談 
（いずれも無料） 

第2木曜（10:00～、11:00～）          

第4火曜（13:30～、14:30～）          

市民相談係（市役所2階） 

☎60-1852           

 この４月から、下村美恵子センター長（写真前列左端）を迎え、

より充実したセンターづくりをめざし、スタッフ一同日々業務に励

んでいます。 

DV相談ナビ 
（内閣府 男女共同参画局） 

 配偶者からの暴力(DV)に悩んでいる方

 あなたのお近くの相談窓口をお答えします。  

    ＤＶの実例についてのお話は、心痛むものでした。 

 暴力だけでなく、周辺の事情を知ることが何より大事だし、 

 社会の理解、法の整備が必要だと思いました。 

 今日のお話を聞くまでは、DV=暴力といったくらい

の認識しかありませんでした。暴力と一言で言って

も、身体的なもの以外にさまざまな要素があると分か

りました。  

    精神的なＤＶを取り上げた講座は少ないので、

大変参考になりました。少しでも多くの人にモラ

ル・ハラスメント、ＤＶの知識が広がっていって

ほしいと思います。現状ではほとんど精神的な

DVを知っている人はいないと思います。  

    ＤＶイコール暴力、それも力によるものとばかり思っていて、夫婦間の問

題でも「暴力を振るわれているのでなければいいじゃないの」という変な慰

め方をしていた自分を深く反省しました。また暴力の連鎖、とくに同性のほ

うが学習しやすいというのも、自分の母娘関係でしっかり認識しました。 

ー殴る、蹴るだけがＤＶではないー 

 指摘する講師の小柳茂子さん】  

センター長から… 

  10月17日(土)午後1時半から、相模女子大学教授の小柳茂子さん

を講師に、公開講座が行われました。殴る、蹴るといった身体的暴

力はもちろんのこと、言葉や態度や経済的制約など、人格破壊に及

ぶほどの精神的暴力の実態を、相談員のご経験もある小柳さんに話

していただきました。36人の参加者は改めてその問題性を認識した

ようです。  

【静かな語り口で、問題性を  

0570-0-55210 
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● センター利用案内 ● 

    開館時間 ： 月・火・木・土曜日 9:30～17:00 
                水・金曜日     9:30～21:00          
    会議室利用時間 
        午前10:00～13:00 午後13:30～16:30 
        夜間17:00～20:30（水･金のみ） 
              ※予約制（2か月前より可）・使用料無料 

  毎年恒例の上記フォーラムのパネル展示に参加しまし

た。パソコン技術を生かしたパネルサイズでの印刷など、

年々見栄えのする作品が増えてきました。パネルはおもに

事業内容のアピールが中心ですが、数年前から展示期間が

長くなったこと(今年度は2010年6月まで)もあり、次年度

からはこれもセンターPRの一つとして構成を練り、制作し

ていくことが大切だと感じました。    （岩城末子）  

 配偶者から10. 8%の女性が暴力被害 （DV）を受けています。(内閣府調査)    

なぜDVは起きるのでしょう。いろいろな関連図書が出されています。          

むさしのヒューマン・ネットワークセンターで所蔵している本を紹介します。         

パネル展示 報告 

図書紹介 

図書貸出案内 

   若いカップル間にも起きているDV、身を守り、暴力

に巻き込まれないためのコミュニケーション技術が紹

介されています。見えないコントロールに気づき、相

手を尊重し合う、本来あるべき恋愛を改めて確認する

ヒントが得られます。  

『それ、恋愛じゃなくてDVです』 

他にも 
こんな本  

今年も 

   アメリカで1000人以上のＤＶ加害者男性のカウ

ンセリングをしてきた著者が、加害者が家族にどう

いう波紋を及ぼすかを浮き彫りにして報告していま

す。解決の一つのカギは、「女性のエンパワーメン

ト」であると言っています。  

瀧田信之 著  
ランディ・バンクロフト他 著 / 幾島幸子 訳 

金剛出版 2009  

～加害者としての親が家族機能に及ぼす影響 ～ 
『ＤＶにさらされる子どもたち』      

・図書  3点まで 
     14日以内 
 
・ビデオ 2点まで 
     ７日以内 
 
・DVD   センター内設置のプレイヤー    
     または専用ＰＣでのみ再生、 
     視聴できます 
      ※貸し出しはしません 

平成21年度東京ウィメンズプラザフォーラム 

 

愛する、愛される デートDVをなくす・若者のためのレッスン７ 山口  のり子 

気づいて乗りこえる 精神的DVに悩む女性のためのガイドブック 長谷川  七重・グループしおん 

恋するまえに デートDVしない・されない 10代のためのガイドブック バリー・レビィ 
女性の健康とドメスティック・バイオレンス WHO国際調査 / 日本調査報告書 吉浜  美恵子 

女性への暴力 妻や恋人への暴力は犯罪 いのうえ  せつこ 

誰にも言えない夫の暴力 鈴木 隆文 

ドメスティック・バイオレンス女性150人の証言 痛み・葛藤そして自由へ 原田 恵理子 

ドメスティック・バイオレンスへの視点 夫・恋人からの暴力根絶のために 日本DV防止・情報センター 

ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて 鈴木 隆文 

なぜ男は暴力を選ぶのか ドメスティック・バイオレンス理解の初歩 沼崎 一郎 

WAVE出版 2008  

～10月2日・3日～ 


